
 

 
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の 

公布について 
 

令和２年２月 28 日（金） 

「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」（令和元年法律第 39

号）の一部規定の施行（令和２年６月１日）に向け、「動物の愛護及び管理に関する法

律施行規則の一部を改正する省令」及び「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を

改正する法律の施行に伴う環境省関係告示の整備に関する告示」を本日公布しましたの

で、お知らせいたします。 

 

１．背景 

 令和元年６月 19 日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正す

る法律」（令和元年法律第 39 号）の一部規定の施行（令和２年６月１日）に向けて、同

法の円滑な運用を図るため動物の愛護及び管理に関する法律施行規則（平成 18 年環境省

令第１号）及び環境省関係告示について所要の改正をすることとしたものです。 

 

２．省令等の概要 

別添「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び環境省関係

告示の整備に関する告示について」を御参照ください。 

 

３．施行期日 

令和２年６月１日 

（動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日） 

※交雑種に関する経過措置に係る規定は令和２年３月２日 

 

４．添付資料 

 添付資料１：動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令 

 添付資料２：動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う環

境省関係告示の整備に関する告示 

 ※http://www.env.go.jp/press/107761.html を御参照ください。 
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動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び 

環境省関係告示の整備に関する告示について 
令和２年２月 

環境省自然環境局 

１．趣旨 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第39号。以下「改

正法」という。）の施行に伴い、同法により定められた第一種動物取扱業の登録拒否事由の追

加（新法※第12条第１項）、動物取扱責任者の選任要件の厳格化（新法第22条第１項）、動物

取扱責任者研修の適正化（新法第22条第３項及び第４項）、動物に関する帳簿の備付け等を要

する取扱いの追加（新法第21条の５）、周辺の生活環境が損なわれている事態（新法第25条第

１項及び第２項）、特定動物の飼養及び保管の禁止の特例（新法第25条の２）、特定動物の飼

養又は保管の目的（新法第26条第１項）、所有者の判明しない犬猫の引取りを求める相当の事

由がないと認められる場合（新法第35条第３項）その他所要の規定を定めるため、動物の愛

護及び管理に関する法律施行規則（平成18年環境省令第１号）の改正を行うもの。 

また、併せて、犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について（平成18

年１月環境省告示第26号）等、改正法の施行に伴う環境省関係告示の整備を行うもの。 

※ 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第39号）による改正後の

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第105号） 

 

２．概要 

（１）第一種動物取扱業者の登録拒否事由の追加（第３条関係） 

① 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として

環境省令で定める者として、登録取消し処分に係る行政手続法に基づく聴聞の通知後に

事実上不利益処分を免れようと廃業等の届出を行う業者を規定する。 

② 環境省令で定める使用人として、事業所の業務を統括する者を規定する。 

（２）動物取扱責任者の選任要件の厳格化（第９条関係） 

  改正法により、動物取扱責任者の選任要件について「十分な技術的能力」及び「専門的な

知識経験」の双方が求められることとなったため、これを施行規則で明確化するとともに、

獣医師及び愛玩動物看護師についても要件を満たす資格として規定する。 

  なお、現任の動物取扱責任者は、これらの要件について改正法の施行の日から３年間は従

前の例によるものとする。 

（３）動物取扱責任者研修の適正化（第 10 条関係） 

  地方分権提案事項に関する閣議決定等を踏まえ、研修回数及び時間に係る義務付けを廃止

するなど、都道府県知事等の裁量が確保できる規定に見直しを行う。 

（４）動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加（第 10 条の２関係） 

  改正法により、帳簿の備付け等の対象動物が動物全般に拡大し、対象業態も拡大されたこ

とに伴い、犬猫については個体ごとに、犬猫以外の動物についてはその品種等ごとに記載す

るものとする。また、犬猫の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者についてもこれを準

用する。 

別添 
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（５）周辺の生活環境が損なわれている事態（第 12 条関係） 

改正法を受け、従来の規定に加え、「日常生活に特に著しい支障を及ぼしているものとし

て特別の事情があると認められる事態」を規定し、複数の苦情の申出がなくとも、特定の個

人に健康被害が生じている場合などに都道府県知事による指導・助言等を行うことを可能と

する。 

（６）特定動物の飼養及び保管の禁止の特例（第 13 条関係） 

特定動物の愛玩目的等の飼養又は保管が禁止されたところ、非常災害時に対応する場合等

公益上必要があるものについて禁止の特例として規定するとともに、国の職員が遺失物法に

規定に基づく業務に伴って飼養又は保管を行う場合について規定する。 

（７）特定動物の飼養又は保管の目的（第 13 条の２（新規）関係） 

  特定動物の飼養及び保管の禁止の特例となる「環境省令で定める目的」として、 

 動物園その他これに類する施設における展示 

 試験研究又は生物学的製剤、食品若しくは飲料の製造の用 

 生業の維持 

 改正法施行の際現に愛玩目的等で特定動物（交雑種含む）の飼養等を行う者について、    

許可の有効期間が満了したとき又は特定飼養施設の所在地変更等の事由が生じたとき 

に、同様の目的で継続的に当該個体を飼養又は保管する場合 

 特定動物の飼養又は保管を行う者が死亡した場合であって、相続人が継続して飼養又 

は保管を行う場合 

 動物による生活環境の保全上の支障を防止すること等、その他公益上の必要があると 

認められる目的 

（８）所有者の判明しない犬猫の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合（第 21

条の３（新規）関係） 

 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合 

 引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として都道府県等の条例、規則等 

に定める場合 

を規定する。 

（９）関係告示の整備 

  以下の告示について所要の改正を行う。 

① 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準（平成 14 年５月環境省告示第 37 号） 

② 展示動物の飼養及び保管に関する基準（平成 16 年４月環境省告示第 33 号） 

③ 第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目（平成 18 年１月環境省

告示第 20 号） 

④ 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について（平成

18 年１月環境省告示第 23 号） 

⑤ 犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について（平成 18 年１月環

境省告示第 26 号） 

⑥ 第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目（平成 25 年４月環境省

告示第 47 号） 
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３．公布日・施行日 

公布日：令和２年２月２８日 
施行日：２．（１）～（５）及び（８）・（９）の規定 改正法の施行の日（令和２年６月１日）

２．（６）・（７）の規定             令和２年３月２日 
  



○
環
境
省
令
第
六
号 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
及
び
動
物
の

愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令
（
令
和
元
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

1 
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傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。
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改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 
（
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
申
請
等
） 

第
二
条 
法
第
十
条
第
一
項
の
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
申
請
は
、
様

式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人

及
び
そ
の
法
人
の
役
員
）
及
び
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
使
用
人

が
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
該
当
し
な

い
こ
と
を
示
す
書
類 

三 

事
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
動
物
取
扱
責
任
者
が
法
第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
七
号
の
二
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
書
類 

四 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 

 
 

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
基
準
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
七
号
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

一 

法
第
十
九
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
し
て
登
録
の

取
消
し
の
処
分
に
係
る
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日

又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
の
決
定
を
す
る
日
ま
で
の
間
に
法
第
十
六
条

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
申
請
等
） 

第
二
条 

法
第
十
条
第
二
項
の
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
申
請
は
、
様

式
第
一
に
よ
る
申
請
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
条
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人

及
び
そ
の
法
人
の
役
員
）
が
法
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
七

号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
書
類 

 三 

事
業
所
ご
と
に
置
か
れ
る
動
物
取
扱
責
任
者
が
法
第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
す
書
類 

 

四 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 

 
 

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
基
準
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

（
新
規
） 
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第
一
項
第
四
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
（
解
散
又

は
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除

く
。
）
で
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
も
の 

 

二 
前
号
の
期
間
内
に
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五

号
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
法
人
（
合
併
、
解
散
又
は
第
一
種
動
物

取
扱
業
の
廃
止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
の
役
員

で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
前
号
に
規
定
す
る
通
知
が
あ
っ
た
日
前
三
十

日
に
当
た
る
日
か
ら
当
該
法
人
の
合
併
、
解
散
又
は
廃
止
の
日
ま
で
の

間
に
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
も
の
で
当
該
届
出
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し

な
い
も
の 

６ 

法
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
使
用

人
は
、
法
第
十
条
第
一
項
の
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
登
録
の
申
請
を
し
た

者
の
使
用
人
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
項
第
二
号
の
事
業
所
の
業
務
を
統
括

す
る
者
と
す
る
。 

 

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
の
遵
守
基
準
） 

第
八
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

（
削
る
） 

      

          

（
新
規
） 

    

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
の
遵
守
基
準
） 

第
八
条 

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

 

十 

第
五
号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の
説
明
及
び
第
一
種
動
物
取

扱
業
者
に
よ
る
確
認
、
法
第
二
十
一
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
く
情
報

提
供
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
当
該
情
報
提
供
に
つ
い
て
の
顧
客
に
よ

る
確
認
並
び
に
第
八
号
に
掲
げ
る
貸
出
し
に
係
る
契
約
時
の
情
報
提

供
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
、
様
式
第
十
一
に
よ
り
記
録
し
た
台
帳
を

調
製
し
、
当
該
販
売
又
は
貸
出
し
に
係
る
顧
客
を
明
確
に
し
た
上
で

、
こ
れ
を
五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
競
り
あ
っ
せ
ん
業
者
に
あ
っ
て
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十
・
十
一 

（
略
） 

 

（
動
物
取
扱
責
任
者
の
選
任
） 

第
九
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
動
物
取
扱
責
任
者
は
、
次
の
要
件
を
満

た
す
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

イ 

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の
免

許
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
条
の
免

許
を
取
得
し
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

営
も
う
と
す
る
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
種
別
ご
と
に
別
表
下
欄
に

定
め
る
種
別
に
係
る
半
年
間
以
上
の
実
務
経
験
（
常
勤
の
職
員
と
し

て
在
職
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
動
物
の
種

類
ご
と
に
実
務
経
験
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
一
年
間
以
上
の
飼
養
に

従
事
し
た
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
営
も
う
と
す
る
第
一
種
動
物
取
扱

業
の
種
別
に
係
る
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
一
年
間
以
上
教
育
す
る

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
を
卒
業
し
て
い
る
こ
と
（
学
校
教
育
法
に

よ
る
専
門
職
大
学
で
あ
っ
て
、
当
該
知
識
及
び
技
術
に
つ
い
て
一
年

は
、
実
施
し
た
競
り
に
お
い
て
売
買
さ
れ
た
動
物
に
つ
い
て
、
第
五

号
に
掲
げ
る
販
売
に
係
る
契
約
時
の
説
明
及
び
顧
客
に
よ
る
確
認
に

係
る
文
書
の
写
し
を
、
販
売
業
者
か
ら
受
け
取
る
と
と
も
に
、
当
該

写
し
に
係
る
販
売
業
者
及
び
顧
客
を
明
確
に
し
た
上
で
、
こ
れ
を
五

年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
販
売
業
者
が
、
法
第
二
十

二
条
の
六
第
一
項
に
基
づ
く
犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え

付
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

十
一
・
十
二 

（
略
） 

 

（
動
物
取
扱
責
任
者
の
選
任
） 

第
九
条 

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
動
物
取
扱
責
任
者
は
、
次
の
要
件
を
満

た
す
職
員
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

第
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
。 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 

 

（
新
規
） 
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以
上
教
育
す
る
も
の
の
前
期
課
程
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
を
含

む
。
）
。 

ニ 

営
も
う
と
す
る
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
種
別
ご
と
に
別
表
下
欄
に

定
め
る
種
別
に
係
る
半
年
間
以
上
の
実
務
経
験
（
常
勤
の
職
員
と
し

て
在
職
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
取
り
扱
お
う
と
す
る
動
物
の
種

類
ご
と
に
実
務
経
験
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
一
年
間
以
上
の
飼
養
に

従
事
し
た
経
験
が
あ
り
、
か
つ
、
公
平
性
及
び
専
門
性
を
持
っ
た
団

体
が
行
う
客
観
的
な
試
験
に
よ
っ
て
、
営
も
う
と
す
る
第
一
種
動
物

取
扱
業
の
種
別
に
係
る
知
識
及
び
技
術
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
の
証

明
を
得
て
い
る
こ
と
。 

二 

（
略
） 

 

 

（
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
） 

第
十
条 

都
道
府
県
知
事
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
動
物
取
扱
責
任
者
研
修

の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
実
施
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
動
物
取
扱
責
任
者

研
修
を
開
催
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
日
時
、
場
所
等
を
登
録
し

て
い
る
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
は
、
選
任
し
た
す
べ
て
の
動
物
取
扱
責
任
者
に

、
当
該
登
録
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
開
催
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
に
関

す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
を
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知

事
が
指
定
し
た
他
の
都
道
府
県
知
事
が
開
催
す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
令
（
条
例
を
含
む
。
） 

二 

飼
養
施
設
の
管
理
に
関
す
る
方
法 

 

 

（
新
規
） 

       

二 

（
略
） 

  

（
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
） 

第
十
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
動
物
取
扱
責
任
者
研
修
を
開
催
す
る
場
合
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
日
時
、
場
所
等
を
登
録
し
て
い
る
第
一
種
動
物
取
扱

業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
は
、
選
任
し
た
す
べ
て
の
動
物
取
扱
責
任
者
に

、
当
該
登
録
に
係
る
都
道
府
県
知
事
の
開
催
す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修

を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知

事
が
指
定
し
た
他
の
都
道
府
県
知
事
が
開
催
す
る
動
物
取
扱
責
任
者
研
修

を
受
け
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

一
年
に
一
回
以
上
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

二 

一
回
当
た
り
三
時
間
以
上
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 
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三 

動
物
の
管
理
に
関
す
る
方
法 

      

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
の
業
務
の
実

施
に
関
し
都
道
府
県
知
事
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
必
要
と
認
め
る
事

項 

 

（
動
物
販
売
業
者
等
が
取
り
扱
う
動
物
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
） 

第
十
条
の
二 

法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
動
物
の
品
種
等
の
名
称 

二 

当
該
動
物
の
繁
殖
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又
は
所
在
地

（
輸
入
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
繁
殖
を
行
っ
た
者
が
明
ら
か
で
な

い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
動
物
を
輸
出
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
所
在
地
、
譲
渡
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
繁
殖
を
行
っ
た
者
が
明

ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
動
物
を
譲
渡
し
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
所
在
地
、
捕
獲
さ
れ
た
動
物
に
あ
っ
て
は
当
該
動
物
を

捕
獲
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
登
録
番
号
又
は
所
在
地
及
び
当
該

動
物
を
捕
獲
し
た
場
所
） 

 

三 

当
該
動
物
の
生
年
月
日
（
輸
入
等
を
さ
れ
た
動
物
で
あ
っ
て
、
生
年

月
日
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
推
定
さ
れ
る
生
年
月
日

及
び
輸
入
年
月
日
等
） 

 

四 

当
該
動
物
を
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
に
至
っ
た
日 

三 

次
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
受
け
さ
せ
る
こ
と
。 

イ 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
令
（
条
例
を
含
む
。
） 

ロ 

飼
養
施
設
の
管
理
に
関
す
る
方
法 

ハ 

動
物
の
管
理
に
関
す
る
方
法 

ニ 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
の

業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

 

（
新
規
） 

   

（
犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
） 

第
十
条
の
二 

法
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
犬
猫
等
の
品
種
等
の
名
称 

二 

当
該
犬
猫
等
の
繁
殖
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又
は
所

在
地
（
輸
入
さ
れ
た
犬
猫
等
で
あ
っ
て
、
繁
殖
を
行
っ
た
者
が
明
ら

か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
犬
猫
等
を
輸
出
し
た
者
の
氏
名
又

は
名
称
及
び
所
在
地
、
譲
渡
さ
れ
た
犬
猫
等
で
あ
っ
て
、
繁
殖
を
行

っ
た
者
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
犬
猫
等
を
譲
渡
し

た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
所
在
地
） 

  

三 

当
該
犬
猫
等
の
生
年
月
日
（
輸
入
等
を
さ
れ
た
犬
猫
等
で
あ
っ
て

、
生
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
推
定
さ
れ
る
生

年
月
日
及
び
輸
入
年
月
日
等
） 

四 

当
該
犬
猫
等
を
所
有
す
る
に
至
っ
た
日 
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五 

当
該
動
物
を
当
該
動
物
販
売
業
者
等
に
販
売
し
た
者
又
は
譲
渡
し
た

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又
は
所
在
地 

 

六 
当
該
動
物
の
販
売
又
は
引
渡
し
を
し
た
日 

 

 

七 
当
該
動
物
の
販
売
若
し
く
は
引
渡
し
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
登
録
番
号
又
は
所
在
地 

 

八 

当
該
動
物
の
販
売
又
は
引
渡
し
の
相
手
方
が
動
物
の
取
引
に
関
す
る

関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
状
況 

 

九 

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
の
販
売
を
行
っ
た
者
の
氏
名 

十 

販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
の
販
売
に
際
し
て
の
法
第
二
十

一
条
の
四
に
規
定
す
る
情
報
提
供
及
び
第
八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
当

該
情
報
提
供
に
つ
い
て
の
顧
客
に
よ
る
確
認
の
実
施
状
況 

 

十
一 

貸
出
業
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
動
物
に
関
す
る
第
八
条
第
八
号
に

規
定
す
る
情
報
提
供
の
実
施
状
況
並
び
に
当
該
動
物
の
貸
出
し
の
目
的

及
び
期
間 

 

十
二 

当
該
動
物
が
死
亡
（
動
物
販
売
業
者
等
が
飼
養
又
は
保
管
し
て

い
る
間
に
死
亡
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。
）
し
た
日 

 

十
三 

当
該
動
物
の
死
亡
の
原
因 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
す
る
場
合
に
は
、
動
物
販
売
業

者
等
（
犬
又
は
猫
を
取
り
扱
う
者
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は

占
有
す
る
動
物
の
個
体
ご
と
に
、
そ
れ
以
外
の
動
物
販
売
業
者
等
は
、
そ

の
所
有
し
、
又
は
占
有
す
る
動
物
の
品
種
等
ご
と
に
当
該
事
項
を
帳
簿
に

記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

五 

当
該
犬
猫
等
を
当
該
犬
猫
等
販
売
業
者
に
販
売
し
た
者
又
は
譲
渡

し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録
番
号
又
は
所
在
地 

六 

当
該
犬
猫
等
の
販
売
又
は
引
渡
し
を
し
た
日 

七 

当
該
犬
猫
等
の
販
売
又
は
引
渡
し
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及

び
登
録
番
号
又
は
所
在
地 

八 

当
該
犬
猫
等
の
販
売
又
は
引
渡
し
の
相
手
方
が
動
物
の
取
引
に
関

す
る
関
係
法
令
に
違
反
し
て
い
な
い
こ
と
の
確
認
状
況 

九 

当
該
犬
猫
等
の
販
売
を
行
っ
た
者
の
氏
名 

十 

当
該
犬
猫
等
の
販
売
に
際
し
て
の
法
第
二
十
一
条
の
四
に
規
定
す

る
情
報
提
供
及
び
第
八
条
第
六
号
に
掲
げ
る
当
該
情
報
提
供
に
つ
い

て
の
顧
客
に
よ
る
確
認
の
実
施
状
況 

（
新
規
） 

  

十
一 

当
該
犬
猫
等
が
死
亡
（
犬
猫
等
販
売
業
者
が
飼
養
又
は
保
管
し

て
い
る
間
に
死
亡
の
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
限
る
。
次
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
し
た
日 

十
二 

当
該
犬
猫
等
の
死
亡
の
原
因 

（
新
規
） 

    ２ 
法
第
二
十
二
条
の
六
第
一
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
・
４ 

（
略
） 
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（
動
物
販
売
業
者
等
が
取
り
扱
う
動
物
に
関
す
る
届
出
） 

第
十
条
の
三 

法
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
の
届
出
は
、
次
項
の
期
間
終
了

後
六
十
日
以
内
に
、
様
式
第
十
一
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
、
当
該
届
出
に

係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
毎
年
四

月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
二
十
一
条
の
五
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
数
の
報
告
に
当
た

っ
て
は
、
当
該
期
間
中
の
各
月
ご
と
の
合
計
数
を
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
犬
猫
等
販
売
業
者
に
対
す
る
検
案
書
等
の
提
出
命
令
） 

第
十
条
の
四 

法
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
様
式
第
十
一

の
三
に
よ
る
命
令
書
を
犬
猫
等
販
売
業
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す

る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
の
範
囲
等
） 

第
十
条
の
五 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
飼
養
施
設
は
、
人
の
居
住
の
用

に
供
す
る
部
分
と
区
分
で
き
る
施
設
（
動
物
（
次
項
に
規
定
す
る
数
を
超

え
な
い
場
合
に
限
る
。
）
の
飼
養
又
は
保
管
を
、
一
時
的
に
委
託
を
受
け

て
行
う
者
の
飼
養
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
各
号
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。 

 

一
～
五 

（
略
） 

 

（
犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
届
出
） 

第
十
条
の
三 

法
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
の
届
出
は
、
次
項
の
期
間
終
了

後
六
十
日
以
内
に
、
様
式
第
十
一
の
二
に
よ
る
届
出
書
を
、
当
該
届
出
に

係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
て
行
う
も

の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
毎
年
四

月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
二
十
二
条
の
六
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
数
の
報
告
に
当
た

っ
て
は
、
当
該
期
間
中
の
各
月
ご
と
の
合
計
数
を
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
犬
猫
等
販
売
業
者
に
対
す
る
検
案
書
等
の
提
出
命
令
） 

第
十
条
の
四 

法
第
二
十
二
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
は
、
様
式

第
十
一
の
三
に
よ
る
命
令
書
を
犬
猫
等
販
売
業
者
に
交
付
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
の
範
囲
等
） 

第
十
条
の
五 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
飼
養
施
設
は
、
人
の
居
住
の
用
に
供

す
る
部
分
と
区
分
で
き
る
施
設
（
動
物
（
次
項
に
規
定
す
る
数
を
超
え
な

い
場
合
に
限
る
。
）
の
飼
養
又
は
保
管
を
、
一
時
的
に
委
託
を
受
け
て
行

う
者
の
飼
養
施
設
を
除
く
。
）
と
す
る
。 

２ 
法
第
二
十
四
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
数
は
、
次
の
各
号
の
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
数
と
す
る
。 

 

一
～
五 
（
略
） 
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３ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
六 
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
届
出
は
、
様
式
第
十
一
の
四
に

よ
る
届
出
書
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
条
の
七 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

飼
養
施
設
の
規
模
の
増
大
で
あ
っ
て
、
そ
の
増
大
に
係
る
部
分
の
床

面
積
が
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と

き
（
法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
届
出
を
し
た
と
き
。
こ
の
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
か
ら
通
算
し
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
る

届
出
を
し
た
と
き
の
延
べ
床
面
積
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

３ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一
～
十
二 

（
略
） 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
届
出
等
） 

第
十
条
の
六 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
届
出
は
、
様
式
第
十
一
の
四
に
よ
る

届
出
書
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

４ 

法
第
二
十
四
条
の
二
第
七
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
変
更
の
届
出
） 

第
十
条
の
七 

（
略
） 

２ 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

飼
養
施
設
の
規
模
の
増
大
で
あ
っ
て
、
そ
の
増
大
に
係
る
部
分
の
床

面
積
が
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
（
法

第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
届
出
を
し
た
と
き
。
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
通
算

し
て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
と
き
の
延
べ

床
面
積
の
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
も
の 
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も
の 

三 

（
略
） 

３ 
法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
の
二
第

一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
様
式
第
十
一
の
六

に
よ
る
届
出
書
を
、
届
出
に
係
る
飼
養
施
設
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は

様
式
第
十
一
の
七
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
廃
業
等
の
届
出
） 

第
十
条
の
八 

法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六

条
第
一
項
の
廃
業
等
の
届
出
は
、
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
る
届
出
書
を
提

出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
の
遵
守
基
準
） 

第
十
条
の
九 

法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十

一
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

 

（
犬
猫
等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行
う
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
取
り
扱 

う
動
物
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
） 

第
十
条
の
十 

第
十
条
の
二
（
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
ま
で
及
び
第
五

項
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
犬
猫

等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行
う
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
二
第
一
項
第
四
号
中
「
所
有
し
、

又
は
占
有
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
所
有
す
る
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
動

 

三 

（
略
） 

３ 

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
の
届
出
は
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
様
式
第
十
一
の
六
に

よ
る
届
出
書
を
、
届
出
に
係
る
飼
養
施
設
の
使
用
を
廃
止
し
た
と
き
は

様
式
第
十
一
の
七
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
の
廃
業
等
の
届
出
） 

第
十
条
の
八 

法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
一

項
の
廃
業
等
の
届
出
は
、
様
式
第
十
一
の
八
に
よ
る
届
出
書
を
提
出
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
の
遵
守
基
準
） 

第
十
条
の
九 

法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第

一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
四 

（
略
） 

  
 

 

（
新
規
） 
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物
販
売
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
」
と
、
「
販
売

し
た
者
又
は
譲
渡
し
た
者
」
と
あ
る
の
は
「
譲
渡
し
た
者
」
と
、
「
登
録

番
号
又
は
所
在
地
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
販

売
又
は
引
渡
し
」
と
あ
る
の
は
「
譲
渡
し
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
販
売

若
し
く
は
引
渡
し
」
と
あ
る
の
は
「
譲
渡
し
」
と
、
「
登
録
番
号
又
は
所

在
地
」
と
あ
る
の
は
「
所
在
地
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
貸
出
業
者
に

あ
っ
て
は
、
当
該
」
を
「
当
該
」
と
、
「
第
八
条
第
八
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
十
条
の
九
第
一
号
」
と
、
「
実
施
状
況
並
び
に
当
該
動
物
の
貸
出
し

の
目
的
及
び
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
状
況
」
と
、
同
項
第
十
二
号
中

「
動
物
販
売
業
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
犬
猫
等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行

う
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
動
物
販
売
業
者
等
（

犬
又
は
猫
を
取
り
扱
う
者
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
所
有
し
、
又
は
占
有
す

る
動
物
の
個
体
ご
と
に
、
そ
れ
以
外
の
動
物
販
売
業
者
等
は
、
そ
の
所
有

し
、
又
は
占
有
す
る
動
物
の
品
種
等
ご
と
に
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
所
有

す
る
動
物
の
個
体
ご
と
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
及
び
第
二
種
動
物
取
扱
業
に
係
る
立
入
検
査
の
身 

分
証
明
書
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
四
条
第
二
項
（
法
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
及
び
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
二
の
と

お
り
と
す
る
。 

 

（
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
て
い
る
事
態
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
、
周
辺
地
域
の
住
民
（
以
下
「
周

                

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
及
び
第
二
種
動
物
取
扱
業
に
係
る
立
入
検
査
の
身 

分
証
明
書
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
四
条
第
二
項
（
法
第
二
十
四
条
の
四
に
お
い
て
読
み

替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
二

の
と
お
り
と
す
る
。 

  
（
周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
て
い
る
事
態
） 

第
十
二
条 
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、
次
の

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
が
周
辺
地
域
の
住
民
（
以
下
「
周
辺
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辺
住
民
」
と
い
う
。
）
の
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
と

認
め
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
支
障
が
、
複
数
の
周
辺
住
民

か
ら
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
苦
情
の
申
出
等
に
よ
り
、
周
辺
住
民
の

間
で
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
及
び
周
辺
住
民
の

日
常
生
活
に
特
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
と
し
て
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
と
す
る
。 

一 

動
物
の
飼
養
、
保
管
又
は
給
餌
若
し
く
は
給
水
に
伴
い
頻
繁
に
発
生

す
る
動
物
の
鳴
き
声
そ
の
他
の
音 

二 

動
物
の
飼
養
、
保
管
又
は
給
餌
若
し
く
は
給
水
に
伴
う
飼
料
の
残
さ

又
は
動
物
の
ふ
ん
尿
そ
の
他
の
汚
物
の
不
適
切
な
処
理
又
は
放
置
に
よ

り
発
生
す
る
臭
気 

三 

（
略
） 

四 

動
物
の
飼
養
、
保
管
又
は
給
餌
若
し
く
は
給
水
に
よ
り
発
生
す
る
多

数
の
ね
ず
み
、
は
え
、
蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物 

 

（
虐
待
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
） 

第
十
二
条
の
二 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
態
で
あ
っ
て
、
当
該
事
態
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
者
が
、
都
道
府
県
の
職
員
の
指
導
に
従
わ
ず
、
又
は
都
道
府

県
の
職
員
に
よ
る
現
場
の
確
認
等
の
当
該
事
態
に
係
る
状
況
把
握
を
拒
ん

で
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
態
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
事
態
と
す

る
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

  

（
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
全
等
に
係
る
立
入
検
査
の
身
分
証
明
書
） 

第
十
二
条
の
三 

法
第
二
十
五
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
四

住
民
」
と
い
う
。
）
の
日
常
生
活
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
認

め
ら
れ
る
事
態
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
当
該
支
障
が
、
複
数
の
周
辺
住
民
か

ら
の
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
苦
情
の
申
出
等
に
よ
り
、
周
辺
住
民
の
間

で
共
通
の
認
識
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
事
態
と
す
る
。 

  

一 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
伴
い
頻
繁
に
発
生
す
る
動
物
の
鳴
き
声
そ

の
他
の
音 

二 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
伴
う
飼
料
の
残
さ
又
は
動
物
の
ふ
ん
尿
そ

の
他
の
汚
物
の
不
適
切
な
処
理
又
は
放
置
に
よ
り
発
生
す
る
臭
気 

 

三 

（
略
） 

四 

動
物
の
飼
養
又
は
保
管
に
よ
り
発
生
す
る
多
数
の
ね
ず
み
、
は
え
、

蚊
、
の
み
そ
の
他
の
衛
生
動
物 

 

（
虐
待
の
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
） 

第
十
二
条
の
二 

法
第
二
十
五
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
態
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
態
で
あ
っ
て
、
当
該
事
態
を
生
じ

さ
せ
て
い
る
者
が
、
都
道
府
県
の
職
員
の
指
導
に
従
わ
ず
、
又
は
都
道
府

県
の
職
員
に
よ
る
現
場
の
確
認
等
の
当
該
事
態
に
係
る
状
況
把
握
を
拒
ん

で
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
態
の
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
事
態
と
す

る
。 

 
一
～
六 

（
略
） 

  

（
新
規
） 
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条
第
二
項
の
証
明
書
の
様
式
は
、
様
式
第
十
二
の
二
の
と
お
り
と
す
る
。 

 
（
飼
養
又
は
保
管
の
禁
止
の
適
用
除
外
） 

第
十
三
条 
法
第
二
十
五
条
の
二
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

 

十 

国
の
職
員
が
遺
失
物
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の
規
定

に
基
づ
く
業
務
に
伴
っ
て
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
す
る
場
合 

 

十
一
・
十
二 

（
略
） 

  

（
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
行
う
目
的
） 

第
十
三
条
の
二 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
目
的
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

動
物
園
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
に
お
け
る
展
示 

 

二 

試
験
研
究
又
は
生
物
学
的
製
剤
、
食
品
若
し
く
は
飲
料
の
製
造
の
用 

 

三 

生
業
の
維
持 

 

四 

次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
特
定
動
物
の
個
体
の
飼
養
若
し
く
は

保
管
に
係
る
許
可
の
有
効
期
間
の
満
了
又
は
当
該
許
可
に
係
る
法
第
二

十
六
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
イ

に
該
当
す
る
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
に
係
る
都
道
府
県
知

事
が
管
轄
す
る
同
一
の
区
域
内
に
お
け
る
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

の
変
更
を
除
く
。
）
の
際
現
に
当
該
許
可
を
受
け
た
者
が
飼
養
又
は
保

管
を
し
て
い
る
当
該
個
体
に
係
る
特
定
目
的
以
外
の
目
的 

 
 

イ 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
。
以
下
「
令
和
元
年
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有

 

 

（
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
を
要
し
な
い
場
合
） 

第
十
三
条 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

 

（
新
規
） 

  

十
・
十
一 

（
略
） 

  

（
新
規
） 
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す
る
こ
と
と
さ
れ
た
令
和
元
年
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
特
定
動
物 

 
 

ロ 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

（
令
和
元
年
政
令
第
百
五
十
二
号
）
第
三
条
第
五
項
前
段
の
規
定
に

よ
る
許
可
に
係
る
特
定
動
物 

 

五 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保

管
を
行
う
者
が
死
亡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
者
が
死
亡
し
た
日
か

ら
六
十
日
を
経
過
し
た
後
に
お
い
て
相
続
人
が
行
う
当
該
個
体
の
飼
養

又
は
保
管 

 

六 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
動
物
に
よ
る
人
の
生
命
、
身
体
及

び
財
産
に
対
す
る
侵
害
並
び
に
生
活
環
境
の
保
全
上
の
支
障
を
防
止
す

る
こ
と
そ
の
他
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
目
的 

 

（
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
の
申
請
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及

び
そ
の
法
人
の
役
員
）
が
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
類 

 

三
～
五 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 

 

（
許
可
の
基
準
） 

第
十
七
条 

法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

              

（
飼
養
又
は
保
管
の
許
可
の
申
請
） 

第
十
五
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及

び
そ
の
法
人
の
役
員
）
が
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の
イ
か
ら

ハ
ま
で
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
類 

 
三
～
五 

（
略
） 

３
～
９ 

（
略
） 

 

（
許
可
の
基
準
） 

第
十
七
条 
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
は

15 



  

 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
一
～
三 

（
略
） 

 

（
飼
養
又
は
保
管
の
方
法
） 

第
二
十
条 
（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
と
き
は
、
特
定
動
物
の
種 

類
ご
と
に
、
当
該
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許 

可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
又 

は
脚
環
の
装
着
そ
の
他
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
様
式
第 

二
十
に
よ
り
当
該
措
置
内
容
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
（
既 

に
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。 

    

四 

（
略
） 

 

（
犬
又
は
猫
の
所
有
者
が
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が
な
い
と
認
め 

ら
れ
る
場
合
） 

第
二
十
一
条
の
二 

（
略
） 

  

（
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
猫
の
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

第
二
十
一
条
の
三 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
環
境
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
と
す
る
。 

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

（
飼
養
又
は
保
管
の
方
法
） 

第
二
十
条 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

特
定
動
物
の
飼
養
又
は
保
管
を
開
始
し
た
と
き
は
、
特
定
動
物
の
種

類
ご
と
に
、
当
該
特
定
動
物
に
つ
い
て
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許

可
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
又

は
脚
環
の
装
着
そ
の
他
の
環
境
大
臣
が
定
め
る
措
置
を
講
じ
、
様
式
第

二
十
に
よ
り
当
該
措
置
内
容
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
る
こ
と
（
既

に
当
該
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
。
た
だ
し
、
改
正

法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
特
定
動
物
の
飼
養
又

は
保
管
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

四 

（
略
） 

 

（
犬
猫
の
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
） 

 

第
二
十
一
条
の
二 

（
略
） 

 

  （
新
規
） 
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一 

周
辺
の
生
活
環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
場
合 

 

二 
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て

都
道
府
県
等
の
条
例
、
規
則
等
に
定
め
る
場
合 

 

別
表
（
第
三
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
号
関
係
） 

（
略
） 

 

     

別
表
（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 

（
略
） 
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様
式

第
１

（
第

２
条

第
１

項
関

係
）

 

３
 

動
物

取
扱

責
任

者
 

(1)氏
名

 
 

(2)要
件

 

□
獣

医
師

 
□

愛
玩

動
物

看
護

師
 

□
実

務
経

験
（

 
 

 
年

、
経

験
場

所
：

 
 

 
 

 
 

）
 

□
飼

養
経

験
（

 
 

 
年

、
経

験
場

所
：

 
 

 
 

 
 

）
 

□
教

 
 

育
（

教
育

機
関

等
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
資

 
 

格
（

団
体

等
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
        14

 
添

 
付

 
書

 
類

 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

申
請

者
が

法
第

1
2

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

動
物

取
扱

責
任

者
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
の

２
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

第
３

条
第

６
項

に
規

定
す

る
使

用
人

が
法

第
1
2
条

第
１

項

第
１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
業

務
の

実
施

の
方

法
／

□
飼

養
施

設
の

平
面

図
／

□
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

／
□

事
業

所
及

び
飼

養
施

設
の

土
地

及
び

建
物

に
つ

い
て

事
業

の
実

施
に

必
要

な
権

原
を

有
す

る
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

役
員

の
氏

名
及

び
住

所
／

□
犬

猫
等

健
康

安
全

計
画

（
犬

猫
等

販
売

業
者

に
限

る
。

）
 

様
式

第
１

（
第

２
条

第
１

項
関

係
）

 

     ３
 

動
物

取
扱

責
任

者
 

     

(1)氏
名

 
 

(2)要
件

 

（
新

規
）

 
（

新
規

）
 

□
実

務
経

験
（

 
 

年
、

経
験

 
場

所
：

 
 

 
 

 
 

 
）

 
（

新
規

）
 

 
□

教
 

 
育

（
教

育
機

関
等

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

□
資

 
 

格
（

団
体

等
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

        14
 

添
 

付
 

書
 

類
 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

申
請

者
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

動
物

取
扱

責
任

者
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

業
務

の
実

施
の

方
法

／
□

飼
養

施
設

の
平

面
図

／
□

飼
養

施
設

の
付

近
の

見
取

図
／

□
役

員
の

氏
名

及
び

住
所

／
□

犬
猫

等
健

康
安

全
計

画
（

犬
猫

等
販

売
業

者
に

限
る

。
）

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
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□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
備

 
考

 

 
１

 
「

３
⑵

要
件

」
欄

に
は

、
要

件
を

満
た

す
具

体
的

な
内

容
（

教
育

機

関
及

び
専

攻
コ

ー
ス

の
名

称
、

資
格

名
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
ま

た

、
飼

養
経

験
に

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
た

場
合

は
、

そ
れ

を
示

す
具

体
的

な

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

２
～

８
 

（
略

）
 

 
９

 
「

1
5
 

備
考

」
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

⑴
 

（
略

）
 

 
 

⑵
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

1
2

条
第

１
項

第
５

号

の
２

、
第

６
号

又
は

第
７

号
に

掲
げ

る
者

に
該

当
し

、
若

し
く

は
該

当
し

た
者

で
あ

る
場

合
、

又
は

同
法

に
基

づ
き

第
一

種
動

物
取

扱
業

の
登

録
を

取
り

消
さ

れ
、

若
し

く
は

業
務

の
停

止
を

命
じ

ら
れ

た
こ

と
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
及

び
処

分
の

日
付

 

 
 

⑶
～

⑸
 

（
略

）
 

 
1
0
・

1
1
 

（
略

）
 

 
 

様
式

第
１

別
記

 

７
 

４
の

販
売

に
係

る

契
約

時
の

情
報

提
供

及
び

顧
客

に
よ

る
確

認
並

び
に

６
の

貸
出

し
に

係
る

契
約

時
の

情
報

提
供

の
実

施
状

況
に

係
る

記
録

台
帳

の
保

管
の

方
法

 

□
５

年
間

保
管

 
□

帳
簿

に
記

載
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
備

 
考

 

 
１

 
「

３
⑵

要
件

」
欄

に
は

、
要

件
を

満
た

す
具

体
的

な
内

容
（

教
育

機

関
及

び
専

攻
コ

ー
ス

の
名

称
、

資
格

名
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  ２
～

８
 

（
略

）
 

 
９

 
「

1
5
 

備
考

」
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

⑴
 

（
略

）
 

 
 

⑵
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

1
2

条
第

１
項

第
６

号

又
は

第
７

号
に

掲
げ

る
者

に
該

当
し

、
若

し
く

は
該

当
し

た
者

で

あ
る

場
合

、
又

は
同

法
に

基
づ

き
第

一
種

動
物

取
扱

業
の

登
録

を

取
り

消
さ

れ
、

若
し

く
は

業
務

の
停

止
を

命
じ

ら
れ

た
こ

と
が

あ

る
場

合
は

、
そ

の
旨

及
び

処
分

の
日

付
 

 
 

⑶
～

⑸
 

（
略

）
 

 
1
0
・

1
1
 

（
略

）
 

 様
式

第
１

別
記

 

７
 

４
の

販
売

に
係

る

契
約

時
の

情
報

提
供

及
び

顧
客

に
よ

る
確

認
並

び
に

６
の

貸
出

し
に

係
る

契
約

時
の

情
報

提
供

の
実

施
状

況
に

係
る

記
録

台
帳

の
保

管
の

方
法

 

□
５

年
間

保
管

 
□

犬
猫

等
の

個
体

に
関

す
る

帳
簿

に
記

載
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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 様
式

第
４

（
第

４
条

第
１

項
関

係
）

 

３
 

動
物

取
扱

責
任

者
 

(1)氏
名

 
 

(2)要
件

 

□
獣

医
師

 
□

愛
玩

動
物

看
護

師
 

□
実

務
経

験
（

 
 

 
年

、
経

 
験

場
所

：
 

 
 

 
 

 
）

 
□

飼
養

経
験

（
 

 
 

年
、

経

験
場

所
：

 
 

 
 

 
 

）
 

□
教

 
 

育
（

教
育

機
関

等
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
□

資
 

 
格

（
団

体
等

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
      14

 
添

 
付

 
書

 
類

 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

申
請

者
が

法
第

1
2

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

動
物

取
扱

責
任

者
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
の

２
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

第
３

条
第

６
項

に
規

定
す

る
使

用
人

が
法

第
1
2
条

第
１

項

第
１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
業

務
の

実
施

の
方

法
／

□
飼

養
施

設
の

平
面

図
／

□
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

／
□

事
業

所
及

び
飼

養
施

設
の

土
地

及
び

建
物

に
つ

い
て

事
業

の
実

施
に

必
要

な
権

原
を

有
す

る
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

役
員

の
氏

名
及

び
住

所
／

□
犬

猫
等

健
康

安
全

計
画

（
犬

猫
等

 様
式

第
４

（
第

４
条

第
１

項
関

係
）

 

３
 

動
物

取
扱

責
任

者
 

(1)氏
名

 
 

(2)要
件

 

（
新

規
）

 
（

新
規

）
 

□
実

務
経

験
（

 
 

 
年

、
経

 
験

場
所

：
 

 
 

 
 

 
）

 
（

新
規

）
 

 □
教

 
 

育
（

教
育

機
関

等
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
□

資
 

 
格

（
団

体
等

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
      14

 
添

 
付

 
書

 
類

 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

申
請

者
が

法
第

1
2

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

ま
で

に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

動
物

取
扱

責
任

者
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

業
務

の
実

施
の

方
法

／
□

飼
養

施
設

の
平

面
図

／
□

飼
養

施
設

の
付

近
の

見
取

図
／

□
役

員
の

氏
名

及
び

住
所

／
□

犬
猫

等
健

康
安

全
計

画
（

犬
猫

等
販

売
業

者
に

限
る

。
）

 
□

そ
の

他
（

    
 

 
 

 
 

 
 

   
）
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販
売

業
者

に
限

る
。

）
 

□
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
備

 
考

 

 
１

 
「

３
⑵

要
件

」
欄

に
は

、
要

件
を

満
た

す
具

体
的

な
内

容
（

教
育

機

関
及

び
専

攻
コ

ー
ス

の
名

称
、

資
格

名
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
ま

た

、
飼

養
経

験
に

チ
ェ

ッ
ク

を
入

れ
た

場
合

は
、

そ
れ

を
示

す
具

体
的

な

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

２
～

９
 

（
略

）
 

 
1
0
 

「
1
6
 

備
考

」
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

⑴
 

（
略

）
 

 
 

⑵
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

1
2

条
第

１
項

第
５

号

の
２

、
第

６
号

又
は

第
７

号
に

掲
げ

る
者

に
該

当
し

、
若

し
く

は
該

当
し

た
者

で
あ

る
場

合
、

又
は

同
法

に
基

づ
き

第
一

種
動

物
取

扱
業

の
登

録
を

取
り

消
さ

れ
、

若
し

く
は

業
務

の
停

止
を

命
じ

ら
れ

た
こ

と
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
及

び
処

分
の

日
付

 

 
 

⑶
・

⑷
 

（
略

）
 

 
1
1
・

1
2
 

（
略

）
 

 様
式

第
６

（
第

５
条

第
１

項
関

係
）

 

８
 

添
 

付
 

書
 

類
 

□
事

業
所

及
び

飼
養

施
設

の
土

地
及

び
建

物
に

つ
い

て
事

業
の

実
施

に
必

要
な

権
原

を
有

す
る

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
飼

養
施

設
の

平
面

図
／

□
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

  
備

 
考

 

 
１

 
「

３
⑵

要
件

」
欄

に
は

、
要

件
を

満
た

す
具

体
的

な
内

容
（

教
育

機

関
及

び
専

攻
コ

ー
ス

の
名

称
、

資
格

名
等

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

  

２
～

９
 

（
略

）
 

 
1
0
 

「
1
6
 

備
考

」
欄

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

⑴
 

（
略

）
 

 
 

⑵
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

1
2

条
第

１
項

第
６

号

又
は

第
７

号
に

掲
げ

る
者

に
該

当
し

、
若

し
く

は
該

当
し

た
者

で
あ

る
場

合
、

又
は

同
法

に
基

づ
き

第
一

種
動

物
取

扱
業

の
登

録
を

取
り

消
さ

れ
、

若
し

く
は

業
務

の
停

止
を

命
じ

ら
れ

た
こ

と
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

旨
及

び
処

分
の

日
付

 

 
 

⑶
・

⑷
 

（
略

）
 

 
1
1
・

1
2
 

（
略

）
 

 様
式

第
６

（
第

５
条

第
１

項
関

係
）

 

８
 

添
 

付
 

書
 

類
 

□
飼

養
施

設
の

平
面

図
／

□
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
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様
式

第
７

（
第

５
条

第
３

項
関

係
）

 

     ７
 

添
 

付
 

書
 

類
 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

役
員

が
法

第
1
2

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
動

物
取

扱
責

任
者

が
法

第
1
2
条

第
１

項
第

１

号
か

ら
第

７
号

の
２

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
第

３
条

第
６

項
に

規
定

す
る

使
用

人
が

法
第

1
2
条

第
１

項
第

１
号

か
ら

第
７

号
の

２
ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

示
す

書
類

／
□

飼
養

施
設

の
平

面
図

／
□

飼
養

施
設

の
付

近
の

見
取

図
 

□
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 
 様

式
第

1
1
 

削
除

 
 

             

様
式

第
７

（
第

５
条

第
３

項
関

係
）

 

     ７
 

添
 

付
 

書
 

類
 

□
登

記
事

項
証

明
書

／
□

役
員

が
法

第
1
2

条
第

１
項

第
１

号
か

ら
第

７
号

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
動

物
取

扱
責

任
者

が
法

第
1
2
条

第
１

項
第

１
号

か

ら
第

７
号

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
示

す
書

類
／

□
飼

養
施

設
の

平
面

図
／

□
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 様
式

第
1
1
（

第
８

条
第

1
0
号

関
係

）
 

 販
売

時
に

お
け

る
説

明
及

び
確

認
（

貸
出

時
に

お
け

る
情

報
提

供
）

実
施

状

況
記

録
台

帳
 

 第
一

種
動

物
取

扱
業

の
種

別
 

 
 

 
□

販
売

 
 

 
 

□
貸

出
し
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               様
式

第
1
1
の

２
（

第
1
0
条

の
３

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

動
物

販
売

業
者

等
定

期
報

告
届

出
書

 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
1

条
の

５
第

２
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

（
略

）
 

 

５
 

年
度

当
初

に
所

有

し
て

い
た

動
物

の
合

計
数

 

犬
：

 
 

 
頭

、
猫

：
 

 
 

頭
、

 
そ

の
他

哺
乳

類
：

 
 

 
頭

、
 

鳥
類

：
 

 
 

羽
、

爬
虫

類
：

 
 

 
頭

 
６

 
年

度
中

に
新

た
に

 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 

 
備

 
考

 

１
 

「
取

引
の

相
手

方
」

欄
に

は
、

相
手

方
が

第
一

種
動

物
取

扱
業

者
で

あ

る
場

合
に

登
録

番
号

を
記

入
す

る
こ

と
。

 

２
 

「
現

物
確

認
」

及
び

「
対

面
説

明
」

欄
に

つ
い

て
は

、
動

物
の

愛
護

及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

２
１

条
の

４
に

基
づ

く
販

売
に

係
る

動
物

の
現

在
の

状
態

を
見

せ
る

こ
と

及
び

対
面

に
よ

る
情

報
提

供
を

実
施

し
た

場
合

に
「

済
」

を
○

で
囲

む
こ

と
。

ま
た

、
こ

れ
ら

を
実

施
し

な
か

っ
た

場
合

に
は

「
否

」
を

○
で

囲
む

こ
と

。
 

３
 

「
情

報
提

供
」

欄
に

つ
い

て
は

、
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法

律
施

行
規

則
第

８
条

第
８

号
に

基
づ

く
情

報
提

供
を

実
施

し
た

場
合

に
「

済
」

を
○

で
囲

む
こ

と
。

ま
た

、
こ

れ
を

実
施

し
な

か
っ

た
場

合
に

は
「

否
」

を
○

で
囲

む
こ

と
。

 

４
 

「
説

明
等

実
施

者
」

欄
に

は
、

実
施

者
が

複
数

い
る

場
合

に
は

、
複

数

の
実

施
者

名
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 様
式

第
1
1
の

２
（

第
1
0
条

の
３

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

犬
猫

等
販

売
業

者
定

期
報

告
届

出
書

 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
2

条
の

６
第

２
項

の
規

定
に

基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

（
略

）
 

 

５
 

年
度

当
初

に
所

有

し
て

い
た

犬
及

び
猫

の
合

計
数

 

犬
：

 
 

 
頭

、
猫

：
 

 
 

頭
 

 

６
 

年
度

中
に

新
た

に
 

4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月
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所
有

す
る

に
至

っ
た

動
物

の
月

ご
と

の
合

計
数

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

７
 

年
度

中
に

販
売

若

し
く

は
引

渡
し

を
し

た
動

物
の

月
ご

と
の

合
計

数
 

 

 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

８
 

年
度

中
に

死
亡

の

事
実

が
生

じ
た

動
物

 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

所
有

す
る

に
至

っ
た

犬
及

び
猫

の
月

ご
と

の
合

計
数

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

       ７
 

年
度

中
に

販
売

若

し
く

は
引

渡
し

を
し

た
犬

及
び

猫
の

月
ご

と
の

合
計

数
 

 

 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

 ８
 

年
度

中
に

死
亡

の

事
実

が
生

じ
た

犬
及

 
4
月

 
5
月

 
6
月

 
7
月

 
8
月

 
9
月

 

犬
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の
月

ご
と

の
合

計
数

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

 
1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

そ
の

他

哺
乳

類
 

 
 

 
 

 
 

鳥
類
 

 
 

 
 

 
 

爬
虫

類
 

 
 

 
 

 
 

９
 

年
度

末
に

所
有

し

て
い

た
動

物
の

合
計

数
 

犬
：

 
 

 
 

頭
、

猫
：

 
 

 
 

頭
、

 
そ

の
他

哺
乳

類
：

 
 

 
頭

、
 

鳥
類

：
 

 
 

羽
、

爬
虫

類
：

 
 

 
頭

 
       

 

10
 

犬
猫

以
外

の
動

物

に
含

ま
れ

る
品

種
等

 
 

11
 

備
考

 
 

 

備
 

考
 

び
猫

の
月

ご
と

の
合

計
数

 
猫

 
 

 
 

 
 

 
 

1
0
月
 

1
1
月
 

1
2
月
 

1
月

 
2
月

 
3
月

 

犬
 

 
 

 
 

 
 

猫
 

 
 

 
 

 
 

  
  

   
９

 
年

度
末

に
所

有
し

て
い

た
犬

及
び

猫
の

合
計

数
 

犬
：

 
 

 
 

頭
、

猫
：

 
 

 
 

 
頭

 
          

（
新

規
）

 
 

10
 

備
考

 
 

 

備
 

考
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１

 
（

略
）

 

２
 

令
和

２
年

６
月

１
日

現
在

で
、

既
に

第
一

種
動

物
取

扱
業

の
登

録
を

 

受
け

て
い

る
者

は
、

令
和

２
年

度
に

係
る

報
告

に
つ

い
て

は
、

５
に

つ
 

い
て

は
令

和
２

年
６

月
１

日
時

点
の

頭
数

、
６

か
ら

８
ま

で
に

つ
い

て
 

は
令

和
２

年
６

月
以

降
の

月
ご

と
の

合
計

数
を

記
載

す
る

こ
と

。
 

３
 

こ
の

届
出

に
係

る
事

務
担

当
者

が
届

出
者

と
異

な
る

場
合

は
、

「
1
1
 

備
考

」
欄

に
事

務
担

当
者

の
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

 
４

 
（

略
）

 

 様
式

第
1
1
の

３
（

第
1
0
条

の
４

関
係

）
 

（
略

）
 

検
案

書
等

提
出

命
令

 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
2

条
の

６
に

基
づ

き
、

以
下

の
書

類
の

提
出

を
命

じ
ま

す
。

 

（
略

）
 

 様
式

第
1
1
の

４
（

第
1
0
条

の
６

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

第
二

種
動

物
取

扱
業

届
出

書
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
4

条
の

２
の

２
の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
第

二
種

動
物

取
扱

業
を

届
け

出
ま

す
。

 

（
略

）
 

 様
式

第
1
1
の

８
（

第
1
0
条

の
８

関
係

）
 

（
略

）
 

 

 
１

 
（

略
）

 

２
 

平
成

2
5
年

９
月

１
日

現
在

で
、

既
に

動
物

取
扱

業
の

登
録

を
受

け
 

て
い

る
者

は
、

平
成

2
5
年

度
に

係
る

報
告

に
つ

い
て

は
、

５
に

つ
い

 

て
は

平
成

2
5
年

９
月

１
日

時
点

の
頭

数
、

６
か

ら
８

ま
で

に
つ

い
て

 

は
平

成
2
5
年

９
月

以
降

の
月

ご
と

の
合

計
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

 

３
 

こ
の

届
出

に
係

る
事

務
担

当
者

が
届

出
者

と
異

な
る

場
合

は
、

「
1
0
 

備
考

」
欄

に
事

務
担

当
者

の
氏

名
及

び
電

話
番

号
を

記
入

す
る

こ
と

。
 

４
 

（
略

）
 

 様
式

第
1
1
の

３
（

第
1
0
条

の
４

関
係

）
 

（
略

）
 

検
案

書
等

提
出

命
令

 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
2

条
の

６
第

３
項

に
基

づ
き

、
以

下
の

書
類

の
提

出
を

命
じ

ま
す

。
 

（
略

）
 

 様
式

第
1
1
の

４
（

第
1
0
条

の
６

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

第
二

種
動

物
取

扱
業

届
出

書
 

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
4

条
の

２
の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
第

二
種

動
物

取
扱

業
を

届
け

出
ま

す
。

 

（
略

）
 

 様
式

第
1
1
の

８
（

第
1
0
条

の
８

関
係

）
 

（
略

）
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廃
 

業
 

等
 

届
 

出
 

書
 

 
 

第
二

種
動

物
取

扱
業

者
が

死
亡

 

 
 
 
法

人
が

合
併

に
よ

り
消

滅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

し
た

の
で

、
動

物
の

 

法
人

が
破

産
手

続
開

始
の

決
定

に
よ

り
解

散
 

 
 

 
 

 

 
 

法
人

が
上

記
以

外
の

理
由

に
よ

り
解

散
 

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

第
2
4

条
の

４
第

１
項

に
お

い
て

準
用

す
る

同
法

第
1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
 

                   

廃
 

業
 

等
 

届
 

出
 

書
 

 
 

第
二

種
動

物
取

扱
業

者
が

死
亡

 

 
 
 
法

人
が

合
併

に
よ

り
消

滅
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

し
た

の
で

、
動

物
の

 

法
人

が
破

産
手

続
開

始
の

決
定

に
よ

り
解

散
 

 
 

 
 

 

 
 

法
人

が
上

記
以

外
の

理
由

に
よ

り
解

散
 

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

第
2
4

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
同

法
第

1
6
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
届

け
出

ま
す

。
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  （

新

規）
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                    様
式

第
1
3
（

第
1
3
条

第
1
1
号

関
係

）
 

（
略

）
 

特
定

動
物

管
轄

区
域

外
飼

養
・

保
管

通
知

書
 

貴
管

轄
区

域
内

に
お

い
て

一
時

的
に

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
を

す
る

の
で

、
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
3
条

第
1
1
号

の
規

定
に

基
づ

き
下

記
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
 

                    様
式

第
1
3
（

第
1
3
条

第
1
0
号

関
係

）
 

（
略

）
 

特
定

動
物

管
轄

区
域

外
飼

養
・

保
管

通
知

書
 

貴
管

轄
区

域
内

に
お

い
て

一
時

的
に

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
を

す
る

の
で

、
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
1
3
条

第
1
0
号

の
規

定
に

基
づ

き
下

記
の

と
お

り
通

知
し

ま
す

。
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（
略

）
 

 様
式

第
1
4
（

第
1
5
条

第
１

項
関

係
）

 

２
 

飼
養

又
は

保
管

の

目
的

 
□

動
物

園
等

に
お

け
る

展
示

 
□

試
験

研

究
、

生
物

学
的

製
剤

・
食

品
・

飲
料

の
製

造
 

□
生

業
の

維
持

 
 

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

８
 
添

 
付

 
書

 
類

 
等

 
□

飼
養

又
は

保
管

の
目

的
に

関
す

る
説

明

資
料

／
□

特
定

飼
養

施
設

の
構

造
及

び
規

模
を

示
す

図
面

／
□

特
定

飼
養

施
設

の
写

真
／

□
特

定
飼

養
施

設
の

付
近

の
見

取
図

／
□

申
請

者
が

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
7
条

第
１

項
第

３
号

イ
か

ら
ハ

ま
で

に
該

当
し

な
い

こ
と

を
説

明
す

る
書

類
／

□
獣

医
師

又
は

行
政

機
関

が
発

行
し

た
マ

イ
ク

ロ
チ

ッ
プ

の
識

別
番

号
に

係
る

証
明

書
／

□
脚

環
の

識
別

番
号

に
 

係
る

証
明

書
／

□
脚

環
の

装
着

状
況

を
撮

影
し

た
写

真
／

□
特

定
動

物
の

飼
養

又
は

保
管

に
係

る
管

理
の

体
制

を
記

載
し

た
書

類
/□

特
定

飼
養

施
設

の
保

守
点

検
に

係
る

計
画

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 様
式

第
1
8
（

第
1
8
条

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

特
定

動
物

飼
養

・
保

管
変

更
許

可
申

請
書

 

（
略

）
 

 様
式

第
1
4
（

第
1
5
条

第
１

項
関

係
）

 

２
 

飼
養

又
は

保
管

の

目
的

 
□

愛
が

ん
 

□
販

売
 

□
展

示
 

□
試

験

研
究

等
 

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
８

 
添

 
付

 
書

 
類

 
等

 
□

特
定

飼
養

施
設

の
構

造
及

び
規

模
を

示

す
図

面
／

□
特

定
飼

養
施

設
の

写
真

／
□

特
定

飼
養

施
設

の
付

近
の

見
取

図
／

□
申

請
者

が
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

第
2
7
条

第
１

項
第

２
号

イ
か

ら
ハ

ま

で
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

説
明

す
る

書
類

／
□

獣
医

師
又

は
行

政
機

関
が

発
行

し
た

マ
イ

ク
ロ

チ
ッ

プ
の

識
別

番
号

に
係

る
証

明
書

／
□

脚
環

の
識

別
番

号
に

係
る

証
明

書
／

□
脚

環
の

装
着

状
況

を
撮

影
し

た
写

真
／

□
特

定
動

物
の

飼
養

又
は

保
管

に
係

る
管

理
の

体
制

を
記

載
し

た
書

類
/□

特
定

飼
養

施
設

の
保

守
点

検
に

係
る

計
画

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 様
式

第
1
8
（

第
1
8
条

第
１

項
関

係
）

 

（
略

）
 

特
定

動
物

飼
養

・
保

管
変

更
許

可
申

請
書
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特
定

動
物

の
数

 

 
 

飼
養

・
保

管
の

目
的

 

 
 
 
特

定
飼

養
施

設
の

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
を

変
更

 

特
定

飼
養

施
設

の
構

造
及

び
規

模
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
の

方
法

 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

の
措

置
 

 し
た

い
の

で
、

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
8

条
第

１
項

の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
許

可
の

申
請

を
し

ま
す

。
 

（
略

）
 

 

５
 

添
 
付

 
書

 
類

 
等

 
□

飼
養

・
保

管
の

目
的

に
関

す
る

説
明

資

料
／

□
特

定
飼

養
施

設
の

構
造

及
び

規
模

を
示

す
図

面
／

□
特

定
飼

養
施

設
の

写
真

／
□

特
定

飼
養

施
設

付
近

の
見

取
図

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

備
 

考
 

１
 

（
略

）
 

２
 

こ
の

申
請

書
及

び
添

付
書

類
等

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
図

面
等

や
む

を

得
な

い
も

の
を

除
き

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

 様
式

第
1
9
（

第
1
9
条

第
２

項
関

係
）

 

（
略

）
 

特
定

動
物

飼
養

・
保

管
許

可
変

更
届

出
書

 

 

  
 

特
定

動
物

の
数

 

 
 

（
新

規
）

 

 
 
 
特

定
飼

養
施

設
の

所
在

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
を

変
更

 

特
定

飼
養

施
設

の
構

造
及

び
規

模
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
の

方
法

 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

の
措

置
 

 し
た

い
の

で
、

動
物

の
愛

護
及

び
管

理
に

関
す

る
法

律
第

2
8

条
第

１
項

の

規
定

に
基

づ
き

、
下

記
の

と
お

り
許

可
の

申
請

を
し

ま
す

。
 

（
略

）
 

 

５
 

添
 
付

 
図

 
面

 
等

 
□

特
定

飼
養

施
設

の
構

造
及

び
規

模
を

示

す
図

面
／

□
特

定
飼

養
施

設
の

写
真

／
□

特
定

飼
養

施
設

付
近

の
見

取
図

 
□

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

備
 

考
 

１
 

（
略

）
 

２
 

こ
の

申
請

書
及

び
添

付
図

面
等

の
用

紙
の

大
き

さ
は

、
図

面
等

や
む

を

得
な

い
も

の
を

除
き

、
日

本
産

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

こ
と

。
 

 様
式

第
1
9
（

第
1
9
条

第
２

項
関

係
）

 

（
略

）
 

特
定

動
物

飼
養

・
保

管
許

可
変

更
届

出
書
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氏
名

・
名

称
・

住
所

・
代

表
者

氏
名

 

 
 
 
（

削
る

）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

役
員

の
氏

名
・

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

を
変

更
 

 

特
定

動
物

の
管

理
責

任
者

 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

の
措

置
 

 し
た

の
で

、
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

第
2
8

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

（
略

）
 

備
 

考
 

 
１

 
（

略
）

 

 
２

 
役

員
の

氏
名

・
住

所
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

変
更

後
の

役
員

が
 

法
第

2
7
条

第
１

項
第

３
号

の
イ

又
は

ロ
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

説
明

 

す
る

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

 
３

～
５

 
（

略
）

 

          

  
 

氏
名

・
名

称
・

住
所

・
代

表
者

氏
名

 

 
 
 
飼

養
・

保
管

の
目

的
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

役
員

の
氏

名
・

住
所

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

を
変

更
 

 

特
定

動
物

の
管

理
責

任
者

 

 
 

特
定

動
物

の
飼

養
又

は
保

管
が

困
難

に
な

っ
た

場
合

の
措

置
 

 し
た

の
で

、
動

物
の

愛
護

及
び

管
理

に
関

す
る

法
律

第
2
8

条
第

３
項

の
規

定
に

基
づ

き
、

下
記

の
と

お
り

届
け

出
ま

す
。

 

（
略

）
 

備
 

考
 

１
 

（
略

）
 

２
 

役
員

の
氏

名
・

住
所

に
変

更
が

あ
っ

た
場

合
は

、
変

更
後

の
役

員
が

 

法
第

2
7
条

第
１

項
第

２
号

の
イ

又
は

ロ
に

該
当

し
な

い
こ

と
を

説
明

 

す
る

書
類

を
添

付
す

る
こ

と
。

 

３
～

５
 

（
略

）
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附 

則 
 

 

（
施
行
期
日
） 
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第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二

年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
条
、
第
十
三
条
の
二
、
第
十
五
条
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定

並
び
に
様
式
第
十
四
、
様
式
第
十
八
、
様
式
第
十
九
及
び
様
式
第
二
十
一
の
改
正
規
定
は
、
同
年
三
月
二
日
か
ら
施

行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
十
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
お
け
る
法
第
二
十
二
条
第
一
項

の
動
物
取
扱
責
任
者
の
選
任
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
九
条
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
三
条 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
変
更
の
許

可
の
申
請
は
、
な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 
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○
環
境
省
告
示
第
二
十
一
号 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整
備
に

関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
環
境
省
関
係
告
示
の
整

備
に
関
す
る
告
示 

（
家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
五
月
環
境
省
告
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

１ 

添付資料２



 

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

（
展
示
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

展
示
動
物
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
六
年
四
月
環
境
省
告
示
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
３

 
共
通
基
準

 
 

１
～
７

 
（
略
）

 

 
８

 
危
害
防
止

 

 
 
所
有
者
等
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
8
年

法
律
第

1
0
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
5
条
の
２
に
規
定
す
る

特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人
に
危
害
を
加

え
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る

家
庭
動
物
等
」
と
い
う
。
）
を
飼
養
及
び
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
の
事

項
に
留
意
し
、
逸

走
の
防

止
等
、
人
身
事
故

の
防
止

に
万
全
を
期
す

こ

と
。

 

 
 
⑴
～
⑺

 
（
略
）

 

 
９

 
（
略
）

 

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
～
７

 
（
略
）

 

 
８

 
危
害
防
止

 

 
 
所
有
者
等
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
8
年

法
律
第

1
0
5
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定
す

る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人
に
危
害
を

加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
家
庭
動
物
等
」
と
い
う
。
）
を
飼
養
及
び
保
管
す
る
場
合
に
は
、
次
の

事
項
に
留
意
し
、
逸
走
の
防
止
等
、
人
身
事
故
の
防
止
に
万
全
を
期
す
こ

と
。

 

 
 
⑴
～
⑺

 
（
略
）

 

 
９

 
（
略
）

 

２ 

 



  

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
危
害
等
の
防
止

 

 
 
⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

 
 
⑶

 
逸
走
時
対
策

 

ア
 
管
理
者
及
び
飼
養
保
管
者
は
、
法
第

2
5
条
の
２
に
規
定
す

る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み
人

に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
高
い
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害
を

加
え
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
展
示
動
物
」
と
い
う
。
）
が
逸
走

し
た
場
合
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
、
捕
獲
又
は
捕
殺
す
る

第
３

 
共
通
基
準

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
危
害
等
の
防
止

 

 
 
⑴
・
⑵

 
（
略
）

 

 
 
⑶

 
逸
走
時
対
策

 

ア
 
管
理
者
及
び
飼
養
保
管
者
は
、
法
第

2
6
条
第
１
項
に
規
定

す
る
特
定
動
物
そ
の
他
の
大
き
さ
、
闘
争
本
能
等
に
か
ん
が
み

人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
高
い
動
物
（
以
下
「
人
に
危
害

を
加
え
る
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
展
示
動
物
」
と
い
う
。
）
が
逸

走
し
た
場
合
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
制
、
捕
獲
又
は
捕
殺
す

３ 

 



  

（
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

第
一
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告
示
第

二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
逸
走
時
の
人
へ

の
危
害
及
び
環
境
保
全
上
の
問
題
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め
る

こ
と
。

 

イ
 
（
略
）

 

 
 
⑷

 
（
略
）

 

 
４
～
７

 
（
略
）

 

る
た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
、
逸
走
時
の
人

へ
の
危
害
及
び
環
境
保
全
上
の
問
題
等
の
発
生
の
防
止
に
努
め

る
こ
と
。

 

イ
 
（
略
）

 

 
 
⑷

 
（
略
）

 

 
４
～
７

 
（
略
）

 
 

 

４ 

 



  

（
動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

動
物
が
自
己
の
所
有
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
一

月
環
境
省
告
示
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

 
（
そ
の
他
の
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
六
条 
（
略
） 

 

一
～
三 
（
略
） 

 

四 

動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
、
競
り
等
の
動
物
の
取
引
状
況
（
販
売
先
に

係
る
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を

五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
動
物
販
売
業
者
等
が
、
法
第
二
十

一
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
動
物
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

五 

（
略
） 

 

（
そ
の
他
の
遵
守
す
べ
き
基
準
） 

第
六
条 

（
略
） 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

四 

動
物
の
仕
入
れ
、
販
売
、
競
り
等
の
動
物
の
取
引
状
況
（
販
売
先
に

係
る
情
報
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
製
し
、
こ
れ
を

五
年
間
保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
販
売
業
者
が
、
法
第
二
十

二
条
の
六
第
一
項
に
基
づ
き
犬
猫
等
の
個
体
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
付

け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

五 

（
略
） 

 

５ 

 



  

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

（
犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

犬
及
び
猫
の
引
取
り
並
び
に
負
傷
動
物
等
の
収
容
に
関
す
る
措
置
に
つ
い
て
（
平
成
十
八
年
一
月
環
境
省
告

示
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

第
２

 
定
義

 

 
 
こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
⑴

 
（
略
）

 

 
⑵

 
家
庭
動
物
等

 
愛
が
ん
動
物
又
は
伴
侶
動
物
（
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
ア
ニ

マ
ル
）
と
し
て
家
庭
等
で
飼
養
又
は
保
管
を
さ
れ
て
い
る
動
物
並
び
に

情
操
の
か
ん
養
及
び
生
態
観
察
の
た
め
飼
養
又
は
保
管
を
さ
れ
て
い
る

動
物
で
あ
っ
て
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条

の
二
に
規
定
す
る
特
定
動
物
（
以
下
単
に
「
特
定
動
物
」
と
い
う
。
）

以
外
の
も
の
を
い
う
。

 

 
⑶
・
⑷

 
（
略
）

 

第
２

 
定
義

 

 
 
こ
の
告
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

 
⑴

 
（
略
）

 

 
⑵

 
家
庭
動
物
等

 
愛
が
ん
動
物
又
は
伴
侶
動
物
（
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
ア
ニ

マ
ル
）
と

し
て
家

庭
等
で

飼
養
又
は

保
管
を

さ
れ
て

い
る
動
物

並
び

に
情
操
の

か
ん
養

及
び
生

態
観
察
の

た
め
飼

養
又
は

保
管
を
さ

れ
て

い
る
動
物

で
あ
っ

て
、
動

物
の
愛
護

及
び
管

理
に
関

す
る
法
律

第
二

十
六
条
第

一
項
に

規
定
す

る
特
定
動

物
（
以

下
単
に

「
特
定
動

物
」

と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
を
い
う
。

 

 
⑶
・
⑷

 
（
略
）

 

第
３
～
第
８

 
（
略
）

 

 

第
３
～
第
８

 
（
略
）

 

６ 

 



  

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

改
 

 
 

 
 

 
 
正

 
 

 
 

 
 

 
後

 
改

 
 

 
 

 
 

 
正

 
 

 
 

 
 

 
 
前

 

動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に

関
す
る
法
律
（
以

下
「
法

」
と
い
う
。
）

第

3
5
条
第
１
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
並
び

に
法
第

3
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
犬

、
猫
等
の
動
物
及
び
動
物
の
死
体
の
収
容
に
関
す
る
措
置
は
、
次
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

 

第
１

 
犬
及
び
猫
の
引
取
り

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
所
有
者
の
判
明
し
な
い
犬
又
は
猫
の
引
取
り

を
そ
の
拾
得
者
そ
の
他
の
者
か
ら
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
周
辺
の
生
活

環
境
が
損
な
わ
れ
る
事
態
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
又
は
動
物
の
健
康
や
安
全
を
保
持
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
引
取
り
を
行
う
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
態
が
生
ず
る
お
そ

れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
引
取
り
を
求
め
る
相
当
の
事
由
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

動
物
の
愛
護
及
び

管
理
に

関
す
る
法
律
（
以

下
「
法

」
と
い
う
。
）

第

3
5
条
第
１
項
本
文
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
犬
又
は
猫
の
引
取
り
並
び

に
法
第

3
6
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
負
傷
し
た
犬

、
猫
等
の
動
物
及
び
動
物
の
死
体
の
収
容
に
関
す
る
措
置
は
、
次
に
よ
る
も

の
と
す
る
。

 

第
１

 
犬
及
び
猫
の
引
取
り

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

（
新
規
）

 

      

７ 

 



  

 
４

 
（
略
）

 

 
５

 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第

3
5
条
第
１
項
本
文
又
は
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
引
き
取
っ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
、
引
取
り
又
は
拾
得
の
日

時
及
び
場
所
、
引
取
り
事
由
並
び
に
特
徴
（
種
類
、
大
き
さ
、
毛
色
、

毛
の
長
短
、
性
別
、
推
定
年
月
齢
、
装
着
し
て
い
る
首
輪
等
の
識
別
器

具
の
種
類
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
情
報
等
）
を
台
帳
に
記
入
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
な
い
と
き
は
、

所
有
者
が
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
十
分
留
意
し
て
対
応
す
る
こ
と

と
し
、
都
道
府
県
知
事
等
は
、
拾
得
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
に

対
し
、
当
該
台
帳
に
記
入
し
た
事
項
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
狂
犬
病

予
防
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
4

7
号
）
第
６
条
第
８
項
の
規
定
に
準

ず
る
措
置
を
採
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に

別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
明
ら
か
に
所
有
者
が
い
な
い
と
認

め
ら
れ
る
場
合
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
６
・
７

 
（
略
）

 

第
２

 
負
傷
動
物
等
の
収
容

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
第
１
の
４
か
ら
７
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
負
傷
動
物

等
を
収
容
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
死
体
の
処
理

 

動
物
の
死
体
は
、
専
用
の
処
理
施
設
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
当
該
施
設

に
お
い
て
処
理
し
、
専
用
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
廃

棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第

1
3

7
号
）
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

 

 

３
 
（
略
）

 

４
 
都
道
府
県
知
事
等
は
、
法
第

3
5
条
第
１
項
本
文
又
は
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
引
き
取
っ
た
犬
又
は
猫
に
つ
い
て
、
引
取
り
又
は
拾
得
の
日

時
及
び
場
所
、
引
取
り
事
由
並
び
に
特
徴
（
種
類
、
大
き
さ
、
毛
色
、

毛
の
長
短
、
性
別
、
推
定
年
月
齢
、
装
着
し
て
い
る
首
輪
等
の
識
別
器

具
の
種
類
及
び
そ
れ
に
付
さ
れ
て
い
る
情
報
等
）
を
台
帳
に
記
入
す
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
所
有
者
が
判
明
し
て
い
な
い
と
き
は
、

都
道
府
県
知
事
等
は
、
拾
得
場
所
を
管
轄
す
る
市
町
村
の
長
に
対
し
、

当
該
台
帳
に
記
入
し
た
事
項
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
狂
犬
病
予
防
法

（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
4

7
号
）
第
６
条
第
８
項
の
規
定
に
準
ず
る
措

置
を
採
る
よ
う
協
力
を
求
め
る
こ
と
。
た
だ
し
、
他
の
法
令
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
明
ら
か
に
所
有
者
が
い
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
等
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

５
・
６

 
（
略
）

 

第
２

 
負
傷
動
物
等
の
収
容

 

 
１
・
２

 
（
略
）

 

 
３

 
第
１
の
３
か
ら
６
ま
で
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
が
負
傷
動
物

等
を
収
容
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

第
３
・
第
４

 
（
略
）

 

第
５

 
死
体
の
処
理

 

動
物
の
死
体
は
、
専
用
の
処
理
施
設
を
設
け
て
い
る
場
合
に
は
当
該
施
設

に
お
い
て
、
専
用
の
処
理
施
設
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
廃
棄
物
の

処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

4
5
年
法
律
第

1
3

7
号
）
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
化
製
そ
の
他
の
経
済
的
利
用

に
供
し
よ
う
と
す
る
者
へ
払
い
下
げ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

８ 

 



  

（
第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 

第
二
種
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
（
平
成
二
十
五
年
四
月
環
境
省
告
示

第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
全
体
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ

う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を

新
た
に
追
加
す
る
。 

第
６

 
報
告

 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
犬
若
し
く
は
猫
の
引
取
り
又
は
負
傷
動
物
の
収
容

、
こ
れ
ら
の
処
分
及
び
収
容
中
の
死
亡
の
状
況
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
環

境
省
自
然
環
境
局
長
に
報
告
す
る
こ
と
。

 

第
６

 
報
告

 

都
道
府
県
知
事
等
は
、
犬
若
し
く
は
猫
の
引
取
り
又
は
負
傷
動
物
の
収
容

及
び
処
分
の
状
況
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
環
境
省
自
然
環
境
局
長
に
報
告

す
る
こ
と
。

 

 
 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 

後 

改 
 

 
 

 
 

 

正 
 

 
 

 
 

 
 

前 

（
動
物
の
管
理
） 

（
動
物
の
管
理
） 

９ 

 



  

附 

則 
 

こ
の
告
示
は
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
六
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

第
五
条 

動
物
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

第
五
条 

動
物
の
管
理
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。 

一
～
六 

（
略
） 

七 
そ
の
他
動
物
の
管
理
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 
（
略
） 

ホ 

動
物
の
譲
受
け
、
譲
渡
し
、
繁
殖
、
死
亡
等
の
取
り
扱
う
動
物
の

増
減
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
整
し
、
こ
れ
を
五
年
間

保
管
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
犬
猫
等
の
譲
渡
し
を
業
と
し
て
行
う
第

二
種
動
物
取
扱
業
者
が
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
に
基
づ
き
犬
猫
等
の
個
体
に

関
す
る
帳
簿
を
備
え
付
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
～
六 

（
略
） 

七 

そ
の
他
動
物
の
管
理
は
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
る
こ
と
。 

イ
～
ニ 

（
略
） 

ホ 

動
物
の
譲
受
け
、
譲
渡
し
、
繁
殖
、
死
亡
等
の
取
り
扱
う
動
物
の

増
減
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
た
台
帳
を
調
整
し
、
こ
れ
を
五
年
間

保
管
す
る
こ
と
。 
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